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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の沿革  

事業所・企業統計調査は、統計法に基づく指定統計調査（指定統計第２号）として、

全国すべての事業所を対象に昭和 22 年に「事業所統計調査」として開始され、昭和 

56 年調査以降は、５年ごとに実施することとし、中間年に簡易調査を実施している。 

また、近年の経済情勢の変化に伴う企業活動の多様化に対応するため、平成８年調

査から「事業所・企業統計調査」に変更した。今回の調査は、平成 16年事業所・企業

統計調査（簡易調査）、平成 16年商業統計調査（簡易調査）及び平成 16 年サービス業

基本調査の３調査を 1枚の調査票により同時実施した。 

 

２ 調査の目的 

平成 16 年事業所・企業統計調査は、「事業所・企業統計調査規則」（昭和 56年総理府 

令第 26 号）に基づく簡易調査であり、平成 13年調査（平成 13年 10 月 1 日現在）以後

の民営事業所及び企業の存続、新設及び廃業の状況、事業の種類や従業者数などの異動

状況を把握し、平成 13 年調査で作成した事業所の補正・整備を行い、各種標本調査の

ための基礎資料を作成するなど、事業所・企業に関する最新の情報を提供するものであ

る。 

 

３ 調査の期日    

 平成 16年 6月 1日現在で実施した。 

 

４ 調査の対象及び種類 

 調査期日現在、本府に所在するすべての民営事業所。 

 ただし、次の事業所は除く。 

  ・個人で農業、林業、漁業を行っているいわゆる農林漁家 

・個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する家事サービス業 

・駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、料金を支払って出入り

する有料施設の中にある事業所（ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内

にある別経営の事業所については調査の対象） 

 

５ 調査事項 

    事業所に関する事項 ― 事業所の名称、所在地及び電話番号、経営組織、本所・支所 

の別、開設時期、従業者数、事業の種類。 
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６ 調査の系統 

  総務省-----大阪府------市町村------指導員・調査員-------事業所 

  

７ 調査の方法 

  調査員が事業所に出向き調査票を配布し､事業主等が記入する方法（自計申告）により 

行った。 

 

〔利用上の注意〕 

（１）ここで用いている産業分類は､平成 14 年３月７日に改正された日本標準産業分類

に基づいている。よって平成 13年の数値は平成 14年に改定された新産業分類に合

わせて組み替えており、平成 13 年公表値とは必ずしも一致しない。 

（２）統計表中の「-」は、該当数値なし、「0」及び「0.0」は四捨五入による単位未満、

「▲」はマイナスの数値を表している。 

（３）本文中及び統計表中の「構成比」については、積み上げた数値とその合計値は四

捨五入の関係で必ずしも一致しない。 

（４）府内 8地域の区分 

  大阪市地域 ････ 大阪市 

  三 島 地 域 ････ 吹田市､高槻市､茨木市､摂津市､島本町 

  豊 能 地 域 ････ 豊中市､池田市､箕面市､豊能町､能勢町 

  北河内地域 ････ 守口市､枚方市､寝屋川市､大東市､門真市､四條畷市､交野市 

  中河内地域 ････ 八尾市､柏原市､東大阪市 

  南河内地域 ････ 富田林市､河内長野市､松原市､羽曳野市､藤井寺市､大阪狭山市 

           太子町､河南町､千早赤阪村､美原町 

  泉 北 地 域 ････ 堺市､泉大津市､和泉市､高石市､忠岡町 

  泉 南 地 域 ････ 岸和田市､貝塚市､泉佐野市､泉南市､阪南市､熊取町､田尻町、 

岬町 
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Ⅳ  用語の解説 

 

 １ 民営事業所 

（１）事業所とは､経済活動の場所ごとの単位であって､原則として次の要件を備え

ているものをいう。 

① 経済活動が、単一の経営主体のもとで一定の場所（一区画）を占めて行われ

ていること。 

② 物の生産、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われてい

ること。 

  （２）民営とは､国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。ただし､今回は

かつて国や地方公共団体の組織であった独立行政法人や日本郵政公社､国立大

学法人などについても除いている。 

 ※ 派遣・下請従業者のみの事業所とは、当該事業所に所属する従業員が１人もおら 

ず、他の会社など別経営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われて 

いる事業所をいう。 

 

 ２ 経営組織 

（１）個人経営 

   個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていなければ､共同経

営の場合も個人経営に含めた。 

（２）法人 

法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合

をいう。 

① 会社 

株式会社､有限会社､合名会社､合資会社､相互会社及び外国の会社をいう。外

国の会社とは､外国において設立された法人の支店､営業所などで､商法の規定

により日本にその事務所などを登記したものをいう。 

  なお､外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外

資系の会社は､外国の会社とはしない。 

   ② 会社以外の法人 

     法人格を持っているもののうち､会社以外の法人をいう。 

     例えば､社団法人､財団法人､社会福祉法人､学校法人､医療法人、宗教法人、事

業協同組合、農（魚）業協同組合、労働組合（法人格を持つもの）、共済組合、

国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会（NHK）、各種の公団・公庫・事業

団などが含まれる。 
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   ③ 法人でない団体 

     団体であるが法人格を持たないものをいう。 

例えば､後援会､同窓会、防犯協会､学会、労働組合（法人格を持たないもの）

などが含まれる。 

 

３ 異動状況別事業所 

（１）存続事業所 

平成 13 年事業所・企業統計調査で把握された事業所で、平成 16年 6月 1日 

にも現存している事業所をいう。 

（２）廃業事業所 

平成 13 年事業所・企業統計調査の調査日（平成 13年 10 月 1日）の翌日以後 

に廃業した事業所のほか､他の場所に移転したものを含めた事業所をいう。 

  （３）新設事業所 

平成 13 年事業所・企業統計調査の調査日の翌日以後に開設した事業所のほか､

他の場所から移転してきたものを含めた事業所をいう。 

 

 ４ 従業者 

   従業者とは､調査日現在､当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。 

  したがって､他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。

また､当該事業所で働いている人であっても､他の会社や下請先などの別経営の事 

業所から派遣されているなど､当該事業所から賃金・給与（現物給与を含む。）を支 

給されていない人は従業者に含めない。 なお､個人経営の事業所の家族従業者は､ 

賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。 

 

 ５ 会社企業 

   会社企業とは､経営組織が株式会社､有限会社､合名会社､合資会社及び相互会社で

あるものをいう。 

 

 ６ 企業産業分類  

   企業単位の産業分類で、企業全体の主な事業の種類（企業全体の過去の１年間の

総収入額又は総販売額の最も多いもの）により分類している。 

  なお､分類区分は、事業所の産業分類区分と同一である。 

 

 ７ 資本金額 

   株式会社及び有限会社については資本金の額､合名会社及び合資会社については

出資金の額､相互会社については基金の額をいう。 



統 計 資 料 室 

統計は、情報の宝庫です。プラン・予測の情報収集に統計資料をぜひご利用ください。 

◆ 所在地 大阪市中央区大手通 1 丁目 2 番 12 号 

ＮＢＦ谷町ビル 3 階（府政情報センター併設） 

◆ 最寄駅 地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」 

地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋」 

◆ 電話 ０６－６９４１－０３５１（内線２３３３） 

◆ 利用時間 月～金曜日 午前 9：００～午後５：３０ 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。 

資料のコピーもできます。（有料）  
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